
議第９号 

高島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案 

上記の議案を提出する。 

 令和４年２月２４日 

高島市長 福 井 正 明 

                                                                        

 

   高島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

高島市職員の給与に関する条例（平成１７年高島市条例第４５号）の一部

を次のように改正する。 

第２５条第２項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２０」に、

「１００分の１０７．５」を「１００分の１００」に改め、同条第３項中「

「１００分の１２７．５」を「１００分の１２０」に、「１００分の７２．

５」を「１００分の６７．５」に、「１００分の１０７．５」を「１００分

の１００」に、「１００分の６２．５」を「１００分の５７．５」に改める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（期末手当に関する特例措置） 

２ 令和４年６月に支給する期末手当の額は、改正後の高島市職員の給与に

関する条例（第１号イにおいて「新給与条例」という。）第２５条第２項

（同条第３項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）ならびに高

島市職員の給与に関する条例（以下この項において「給与条例」とい

う。）第２５条第４項および第５項（高島市職員の育児休業等に関する条

例（平成１７年高島市条例第３３号）第１６条および第１８条の規定によ

り読み替えて適用する場合を含む。）もしくは第３４条第１項から第３項

まで、第５項もしくは第６項の規定にかかわらず、これらの規定により算

定される期末手当の額（以下この項において「基準額」という。）から、

令和３年１２月に支給された期末手当の額に、同月１日（同日前１箇月以

内に退職した者にあっては、当該退職をした日）における次の各号に掲げ

る職員（給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。）

の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額（以下この



項において「調整額」という。）を減じた額とする。この場合において、

調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。 

⑴ 再任用職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の

４第１項または第２８条の５第１項の規定により採用された職員をいう

。次号において同じ。）以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める割合 

ア イに掲げる職員以外の職員 １２７．５分の１５ 

イ 新給与条例第２５条第２項に規定する特定管理職員（次号イにおい

て「特定管理職員」という。） １０７．５分の１５ 

⑵ 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合 

ア イに掲げる職員以外の職員 ７２．５分の１０ 

イ 特定管理職員 ６２．５分の１０ 

３ 保育所、認定こども園その他施設に勤務し、かつ、保育士資格または幼

稚園教諭免許を有する職員（次項において「保育士等職員」という。）に

対する第２５条第２項の規定の適用については、同項中「１００分の１２

０」とあるのは「１００分の１２７．５」と、「１００分の１００）」と

あるのは「１００分の１０７．５）」とする。 

４ 保育士等職員の再任用職員に対する第２５条第３項の規定の適用につい

ては、同項中「１００分の１２０」とあるのは「１００分の１２７．５」

と、「１００分の６７．５」とあるのは「１００分の７２．５」と、「１

００分の１００」とあるのは「１００分の１０７．５」と、「１００分の

５７．５」とあるのは「１００分の６２．５」とする。 

（規則への委任） 

５ 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で

定める。 

 


